
産 業 建 設 委 員 会  
 

令和 7 年 2 月 25 日(火 ) 

全 員 協 議 会 終 了 後  

    時  分 ～ 時  分 

第 3 委 員 会 室 

 

 

【委 員】川上委員長、田畑副委員長 

村木委員、大谷委員、小川委員、佐々木委員、牛尾委員 

【執行部】 

（産業経済部）佐々木産業経済部長、久佐産業経済部参事、大屋商工労働課長 

（都市建設部）倉本都市建設部長、中谷建設企画課長 

（金 城 支 所）市原金城支所長、河内産業建設課長 

【事務局】大下書記 

 

議題 

1 所管事務調査事項について 

2 3月 7日（金）の委員会審査日程等について 

3 その他 

（1）美又温泉日帰り入浴施設における殺菌方法の検討状況について 

【金城支所産業建設課】 

（2）その他 

・【要望書】浜田駅前エリアの活性化に係る要望書（委員会に配付） 

4  陳情審査 

（1）陳情第 153号 美又温泉会館に財政支援をお願いする陳情について（継続審査） 

5 重要案件の意見交換会の案件見直しについて（委員間で協議） 

6 議会による事務事業評価の実施事業選出について（委員間で協議） 

 

  

  令和 7年 3月 7日（金）10：00 開催の産業建設委員会における予定議題 
 

1 議案第 13号 浜田市手数料条例の一部を改正する条例について 

2 議案第 16号 浜田市波佐地場産業技術研修センター条例を廃止する条例について 

3 議案第 17号 浜田市温泉事業条例の一部を改正する条例について 

4 議案第 18号 浜田市営住宅条例の一部を改正する条例について 

5 議案第 19号 浜田市地域定住住宅条例の一部を改正する 条例について 

6 議案第 22号 市道路線の廃止について（小国 17号線外） 

7 議案第 23号 市道路線の認定について（小国 17号線外） 

8 所管事務調査  

9 執行部報告事項 

10 その他  

11 議会による事務事業評価の実施事業選出について（委員間で協議） 

12 ぎかいポストに寄せられた意見等への対応協議について（委員間で協議） 



 

 

 

美又温泉日帰り入浴施設における殺菌方法の検討状況について  

 

美又温泉に整備予定の日帰り入浴施設（外湯）における温泉水の殺

菌方法について、以下のとおりご報告いたします。  

 

1 殺菌方法の検討結果について  

次亜塩素酸ナトリウム等を使用した「塩素殺菌」とする。  

 

2 上記殺菌方法となった理由  

当該施設における温泉水の殺菌方法について、島根県浜田保健所に

確認したところ、循環ろ過を採用している場合において、「島根県公

衆浴場法施行条例」にもとづき、次亜塩素酸ナトリウム等を使用した

「塩素殺菌」を原則としていると回答があったため。  

また、施設整備におけるイニシャルコストや機械室の広さなどを考

慮して、オゾン殺菌等については設置が難しいと判断したため。  

 

【 参 考 】 島 根 県 公 衆 浴 場 法 施 行 条 例 「 別 表 （ 第 2 条 関 係 ） 2 衛 生 措 置 の 基 準 」（ 抜 粋 ）  

ろ 過 器 を 使 用 し て い る 浴 槽 水 又 は 24 時 間 以 上 完 全 に 換 水 し な い で 使 用 し て い る 浴 槽

水 の 消 毒 は 、次 の 基 準 に よ る こ と 。た だ し 、原 水（ 循 環 使 用 し な い で 供 給 さ れ る 水 を い

う 。以 下 同 じ 。）若 し く は 原 湯 の 性 質 そ の 他 の 条 件 に よ り 塩 素 系 薬 剤 が 使 用 で き な い 場

合 、 原 水 若 し く は 原 湯 の 水 素 イ オ ン 濃 度 が 高 く ア に 掲 げ る 基 準 を 適 用 で き な い 場 合 又

は 他 の 消 毒 方 法 を 使 用 す る 場 合 で あ っ て 、 他 の 適 切 な 衛 生 措 置 を 行 う こ と を 条 件 に 知

事 が 認 め た と き に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。  

ア  塩 素 系 薬 剤 を 使 用 し 、 浴 槽 水 中 の 遊 離 残 留 塩 素 濃 度 を 頻 繁 に 測 定 し 、 1 リ ッ ト ル

中 0.4 ミ リ グ ラ ム 程 度 に 保 つ こ と 。  

イ  結 合 塩 素 の モ ノ ク ロ ラ ミ ン を 用 い て 消 毒 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、モ ノ ク ロ ラ ミ ン

の 濃 度 を 1 リ ッ ト ル 中 3 ミ リ グ ラ ム 程 度 に 保 つ こ と 。  

ウ  測 定 結 果 は 、 検 査 の 日 か ら 3 年 間 保 管 す る こ と 。  

 

令和 7 年 2 月 25 日 

産業建設委員会資料 

金城支所産業建設課 






